
 

一

公
的
年
金
制
度
の
持
続
可
能
性
の
向
上
を
図
る
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

新
旧
対
照
条
文 

○ 
公
的
年
金
制
度
の
持
続
可
能
性
の
向
上
を
図
る
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
抄
） 

（
傍
線
部
分
は
修
正
部
分
） 

修 

正 

後 

修 

正 

前 

（
公
的
年
金
制
度
の
財
政
基
盤
及
び
最
低
保
障
機
能
の
強
化
等
の
た
め
の
国

民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
七
条 

公
的
年
金
制
度
の
財
政
基
盤
及
び
最
低
保
障
機
能
の
強
化
等
の
た
め

の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

（
略
） 

附
則
第
一
条
第
四
号
中
「
か
ら
第
四
十
四
条
ま
で
」
を
「
、
第
四
十
三
条
、

第
四
十
四
条
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

六 

附
則
第
十
七
条
の
二
か
ら
第
十
七
条
の
四
ま
で
及
び
第
四
十
三
条
の

二
の
規
定 

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日 

（
略
） 

 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
次
の
各
号
に
掲
げ

る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一 

（
略
） 

（
公
的
年
金
制
度
の
財
政
基
盤
及
び
最
低
保
障
機
能
の
強
化
等
の
た
め
の
国

民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
七
条 

公
的
年
金
制
度
の
財
政
基
盤
及
び
最
低
保
障
機
能
の
強
化
等
の
た
め

の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

（
略
） 

附
則
第
一
条
第
四
号
中
「
か
ら
第
四
十
四
条
ま
で
」
を
「
、
第
四
十
三
条
、

第
四
十
四
条
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
第
十
七
条
」
の
下
に
「
か
ら
第

十
七
条
の
四
ま
で
、
第
四
十
三
条
の
二
」
を
加
え
る
。 

 

（
略
） 

 

附 

則 
（
施
行
期
日
） 

第
一
条 
こ
の
法
律
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
次
の
各
号
に
掲
げ

る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一 

（
略
） 



  

二

二 

第
七
条
の
規
定 

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日 

三 
第
五
条
の
規
定
（
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
法
附
則
第
三

十
一
条
の
改
正
規
定
及
び
第
一
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
並
び
に

次
条
第
二
項
並
び
に
附
則
第
六
条
か
ら
第
九
条
ま
で
及
び
第
十
七
条
の
規

定 

平
成
二
十
九
年
十
月
一
日 

四 

第
一
条
中
国
民
年
金
法
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
、
第
二
十
七
条
の
四

及
び
第
二
十
七
条
の
五
の
改
正
規
定
並
び
に
第
三
条
中
厚
生
年
金
保
険
法

第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
四
及
び
第
四
十
三
条
の
五
の

改
正
規
定
並
び
に
同
法
附
則
第
十
七
条
の
七
第
四
項
の
改
正
規
定
並
び
に

附
則
第
三
条
及
び
第
五
条
の
規
定
、
附
則
第
十
二
条
の
規
定
（
第
六
号
に

掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
並
び
に
附
則
第
十
三
条
の
規
定 

平
成
三
十

年
四
月
一
日 

五
・
六 

（
略
） 

 

（
検
討
） 

第
二
条 

（
略
） 

２ 

政
府
は
、
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
（
以
下
「
管
理
運
用
法

人
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
年
金
積
立
金
の
運
用
の
状
況
そ
の
他
第
五
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
後
の
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
法
（
以
下
「
新
管

理
運
用
法
人
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
状
況
、
そ
の
運
用
に
つ
い
て
の
国
民

の
意
識
、
委
任
を
受
け
て
他
人
の
た
め
に
資
産
の
管
理
及
び
運
用
を
行
う
者

（
新
設
） 

二 

第
五
条
の
規
定
（
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
法
附
則
第
三

十
一
条
の
改
正
規
定
及
び
前
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
並
び
に
次

条
第
二
項
並
び
に
附
則
第
六
条
か
ら
第
九
条
ま
で
及
び
第
十
七
条
の
規
定 

平
成
二
十
九
年
十
月
一
日 

三 

第
一
条
中
国
民
年
金
法
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
、
第
二
十
七
条
の
四

及
び
第
二
十
七
条
の
五
の
改
正
規
定
並
び
に
第
三
条
中
厚
生
年
金
保
険
法

第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
四
及
び
第
四
十
三
条
の
五
の

改
正
規
定
並
び
に
同
法
附
則
第
十
七
条
の
七
第
四
項
の
改
正
規
定
並
び
に

附
則
第
三
条
及
び
第
五
条
の
規
定
、
附
則
第
十
二
条
の
規
定
（
第
五
号
に

掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
並
び
に
附
則
第
十
三
条
の
規
定 

平
成
三
十

年
四
月
一
日 

四
・
五 

（
略
） 

 

（
検
討
） 

第
二
条 

（
略
） 

２ 

政
府
は
、
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
（
以
下
「
管
理
運
用
法

人
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
年
金
積
立
金
の
運
用
の
状
況
そ
の
他
第
五
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
後
の
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
法
（
以
下
「
新
管

理
運
用
法
人
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
状
況
、
そ
の
運
用
に
つ
い
て
の
国
民

の
意
識
、
委
任
を
受
け
て
他
人
の
た
め
に
資
産
の
管
理
及
び
運
用
を
行
う
者



 

三

に
よ
る
投
資
先
の
事
業
者
に
対
す
る
株
主
と
し
て
の
関
与
の
動
向
等
を
勘
案

し
、
管
理
運
用
法
人
に
よ
る
年
金
積
立
金
の
運
用
が
市
場
そ
の
他
民
間
活
動

に
与
え
る
影
響
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
の
運
用
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加

え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
前
条
第
三
号

に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も

の
と
す
る
。 

 

（
監
査
委
員
会
の
権
限
等
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
六
条 

新
管
理
運
用
法
人
法
第
五
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
す
る
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
。
次
条

第
一
項
及
び
第
三
項
た
だ
し
書
に
お
い
て
「
通
則
法
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条

第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
並
び
に
新
管
理
運
用
法
人
法
第
五
条
の
十
第
一

項
の
規
定
は
、
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
次
条
第

一
項
及
び
附
則
第
八
条
に
お
い
て
「
第
三
号
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
生
じ

た
事
項
に
も
適
用
す
る
。 

 

（
役
員
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
七
条 

第
三
号
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
管
理
運
用
法
人
の
理
事
長
若
し
く

は
監
事
又
は
理
事
で
あ
る
者
の
任
期
は
、
通
則
法
第
二
十
一
条
第
一
項
若
し

く
は
第
二
項
又
は
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
年
金
積
立
金
管
理
運
用

独
立
行
政
法
人
法
（
次
条
に
お
い
て
「
旧
管
理
運
用
法
人
法
」
と
い
う
。
）
第

に
よ
る
投
資
先
の
事
業
者
に
対
す
る
株
主
と
し
て
の
関
与
の
動
向
等
を
勘
案

し
、
管
理
運
用
法
人
に
よ
る
年
金
積
立
金
の
運
用
が
市
場
そ
の
他
民
間
活
動

に
与
え
る
影
響
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
の
運
用
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加

え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
前
条
第
二
号

に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も

の
と
す
る
。 

 

（
監
査
委
員
会
の
権
限
等
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
六
条 

新
管
理
運
用
法
人
法
第
五
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
す
る
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
。
次
条

第
一
項
及
び
第
三
項
た
だ
し
書
に
お
い
て
「
通
則
法
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条

第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
並
び
に
新
管
理
運
用
法
人
法
第
五
条
の
十
第
一

項
の
規
定
は
、
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
次
条
第

一
項
及
び
附
則
第
八
条
に
お
い
て
「
第
二
号
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
生
じ

た
事
項
に
も
適
用
す
る
。 

 

（
役
員
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
七
条 

第
二
号
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
管
理
運
用
法
人
の
理
事
長
若
し
く

は
監
事
又
は
理
事
で
あ
る
者
の
任
期
は
、
通
則
法
第
二
十
一
条
第
一
項
若
し

く
は
第
二
項
又
は
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
年
金
積
立
金
管
理
運
用

独
立
行
政
法
人
法
（
次
条
に
お
い
て
「
旧
管
理
運
用
法
人
法
」
と
い
う
。
）
第



  

四

八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
日
に
満
了
す
る
。 

２ 
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
後
最
初
に
任
命
さ
れ
る
管
理

運
用
法
人
の
委
員
長
の
任
期
は
、
新
管
理
運
用
法
人
法
第
八
条
第
一
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
三
年
六
月
と
す
る
。 

３ 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
後
最
初

に
任
命
す
る
管
理
運
用
法
人
の
委
員
に
つ
い
て
は
、
そ
の
任
期
の
満
了
の
期

日
が
特
定
の
年
に
偏
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
新
管
理
運
用
法
人
法
第
八
条
第

一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
年
六
月
以
上
四
年
六
月
以
内
で
厚
生
労
働

大
臣
の
定
め
る
任
期
を
も
っ
て
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
監
査

委
員
で
あ
る
委
員
の
任
期
は
、
任
命
の
日
か
ら
こ
の
項
本
文
の
規
定
に
よ
り

定
め
ら
れ
た
任
期
の
末
日
を
含
む
事
業
年
度
に
つ
い
て
の
通
則
法
第
三
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
の
財
務
諸
表
の
承
認
の
日
ま
で
と
す
る
。 

 

（
運
用
委
員
会
の
委
員
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
八
条 

第
三
号
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
管
理
運
用
法
人
の
運
用
委
員
会
の

委
員
で
あ
る
者
の
任
期
は
、
旧
管
理
運
用
法
人
法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
日
に
満
了
す
る
。 

２ 

管
理
運
用
法
人
の
運
用
委
員
会
の
委
員
で
あ
っ
た
者
に
係
る
旧
管
理
運
用

法
人
法
第
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
管
理
運
用
法
人
法
第
十
三

条
の
規
定
に
よ
る
秘
密
を
漏
ら
し
、
又
は
盗
用
し
て
は
な
ら
な
い
義
務
に
つ

い
て
は
、
第
三
号
施
行
日
以
後
も
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
日
に
満
了
す
る
。 

２ 

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
後
最
初
に
任
命
さ
れ
る
管
理

運
用
法
人
の
委
員
長
の
任
期
は
、
新
管
理
運
用
法
人
法
第
八
条
第
一
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
三
年
六
月
と
す
る
。 

３ 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
後
最
初

に
任
命
す
る
管
理
運
用
法
人
の
委
員
に
つ
い
て
は
、
そ
の
任
期
の
満
了
の
期

日
が
特
定
の
年
に
偏
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
新
管
理
運
用
法
人
法
第
八
条
第

一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
年
六
月
以
上
四
年
六
月
以
内
で
厚
生
労
働

大
臣
の
定
め
る
任
期
を
も
っ
て
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
監
査

委
員
で
あ
る
委
員
の
任
期
は
、
任
命
の
日
か
ら
こ
の
項
本
文
の
規
定
に
よ
り

定
め
ら
れ
た
任
期
の
末
日
を
含
む
事
業
年
度
に
つ
い
て
の
通
則
法
第
三
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
の
財
務
諸
表
の
承
認
の
日
ま
で
と
す
る
。 

 

（
運
用
委
員
会
の
委
員
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
八
条 

第
二
号
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
管
理
運
用
法
人
の
運
用
委
員
会
の

委
員
で
あ
る
者
の
任
期
は
、
旧
管
理
運
用
法
人
法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
日
に
満
了
す
る
。 

２ 
管
理
運
用
法
人
の
運
用
委
員
会
の
委
員
で
あ
っ
た
者
に
係
る
旧
管
理
運
用

法
人
法
第
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
管
理
運
用
法
人
法
第
十
三

条
の
規
定
に
よ
る
秘
密
を
漏
ら
し
、
又
は
盗
用
し
て
は
な
ら
な
い
義
務
に
つ

い
て
は
、
第
二
号
施
行
日
以
後
も
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 



 

五

 
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
九
条 
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お

け
る
同
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

 

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
九
条 

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お

け
る
同
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

 
 

 


